
��������������� �

地域包括支援センターの業務地域包括支援センターの業務地域包括支援センターの業務地域包括支援センターの業務地域包括支援センターの業務

　地域の介護支援専門員

への指導や支援のほか、

医療機関などさまざまな

機関との連携や、ネット

ワークづくりをします。

　地域の高齢者が安心し

て暮らせるよう関係機関

と連携しながら、権利擁

護相談や高齢者虐待防止

に取り組みます。

　要介護状態になる恐れのあ

る方の介護予防プログラムや

要支援１～２の方の介護予防

サービスのケアプランを作成

します。

　高齢者の生活全般にわ

たって、幅広く相談を受

け付け、必要なサービス

や機関につなげるための

支援をします。
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図　開成町役場付近で幅員４メートルの橋が２ヵ所ある場合

免除対象 免除対象外

道路

橋

家

水路

4m

1
m 橋

4m

占用料徴収対象部分（幅員4mを越える部分）
A=４㎡（1m×4m)

○占用料の算出

　占用料金＝（占用単価）×（占用数量）
　占用料金＝512円×4㎡
　　　　　　　＝2,048円
　　　　　　　＝2,050円／年
　　　　　　　　　 （十円未満四捨五入）

＊占用単価＝町で管理している固定
資産台帳に記載されている㎡当り
の単価×0.006

※同様に幅員5mの橋を1ヵ所架けた
場合は、幅員4mを越える1mが占
用料徴収対象となります。
A＝1㎡（1m×1m）


